
◆委託料をお支払いします 

①委託料は作業量と保険料を合わせた金額

です。 

②作業料は、草の刈取り回数により算定しま

すが、刈取り回数２回を上限とします。 

③作業料とは別に保険料をお支払いします

ので、損害保険と賠償責任保険に必ず加入

してください。 

◆その他注意事項 

①委託料をお支払いするため、計画書の作成や完了検査を受けていただく等、契約上の一定

の責任が課されます。 

②草刈り作業の委託を受けた団体は、同じ区間での愛護活動による報奨費（注）の受け取り

に一定の制限があります。 

例えば、こんなメリットがあります・・・ 

①住民の皆様が希望する時期、区域で機動的に草刈りができる可能性が広がります。

②草刈り作業を通じて地域の連帯感が生まれ、川やまちに対する愛着が深まります。 

③地域で開催される祭りなどのイベントに合わせて実施できます。 

④刈った草を自ら堆肥や飼料などに有効利用できます。 

◆委託を受けるための条件 

①自治会、婦人会、老人会、市民団体等の地

元で活動している団体に限り申し込みが

できます。 

②道具の貸し出しは行いません。 

③実施対象面積は原則として 1,000m2 以上

とします。 

④「原則として、掘り込み河川（堤防が高く

ない川）」に限ります。 

(注)河川愛護活動報奨費とは・・・ 

地域の皆様の草刈り、ゴミ拾いなどの自主的な活動に対して、1 人あた

り缶ジュース 1 本程度の報奨費をお支払いするものです。 

◆委託が決定されますと・・・ 

団体代表者の方と県の職員、市町村の職員

との話し合いで、試行する河川の区間・面

積と実施期間や回数、さらには刈った草の

処分方法を決定し、地域の実情に応じた草

刈り作業を行っていただきます。 

 

 

 

 

 

 

愛知県では、「家の前を流れている川を自分たちでもっときれいにしたい」などの、

地域住民の皆様方のご要望にお応えできるよう、平成 17 年 4 月から県管理の河川の草

刈り作業の一部を地域住民の方々で構成されている団体へ委託する制度を実施してい

ます。詳しくは下記の窓口へお尋ねください。 

あああ ななな たたた ののの ままま ちちち ののの 河河河 川川川 ののの 草草草 刈刈刈 りりり ををを ししし ままま せせせ んんん かかか ？？？  
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問い合わせ窓口 
整理

番号 機関名 連絡先 
１ 尾張建設事務所 維持管理課 維持・修繕第二グループ ０５２－９６１－４４２６（代）

２ 一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ ０５８６－７２－１４１５（直）

３ 海部建設事務所 維持管理課 管理グループ ０５６７－２４－２１６２（直）

４ 知多建設事務所 維持管理課 維持・修繕第一グループ ０５６９－２１－３２４８（直）

５ 西三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ ０５６４－２７－２７５８（直）

６ 知立建設事務所 維持管理課 維持・修繕グループ ０５６６－８２－３２２７（直）

７ 豊田加茂建設事務所 維持管理課 維持・修繕第一グループ ０５６５－３５－９３２８（直）

８ 新城設楽建設事務所 維持管理課 維持・修繕グループ ０５３６－２３－８６９１（直）

９ 東三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ ０５３２－５２－１３３２（直）

１０ 河川課 環境・海岸グループ（総括） ０５２－９５４－６５５６（直）

 ホームページ：http://www.pref.aichi.jp/kasen/ 



愛知県管理河川の草刈り作業の地域住民団体等への委託実施要領試行のフローチャート 

○対象区間のフローチャート 

 

○手続きの流れ 

 

地域住民団体等の公募（原則4月末日まで）

所長と市町村長の協議と三者協定締結 
 

団体等は実施申出書を地元市町村窓口

に提出（原則 5 月末日まで） 
 

市町村 → 所長へ実施申出書の送付 
 

実施団体等の選定 
 

協議、協定、契約 

建設事務所長 地域住民団体等 

市町村 

所長と団体等の間で委託契約を締結 
 

完了届の提出 
 

委託料の支払い 

・協議により実施期間を

決定 
・保険料を契約額に含め、

加入を義務付け 

完了届は原則実施計画書

に基づく草刈作業を対象

とする。 

草刈り作業の実施 

完了検査の実施 
作業完了認定書の発行 

草刈り区間の提示（原則年度当初） 
 

請求後 30 日以内 

発行は最終検査終了時

※同一区間で河川愛護

活動報奨制度と愛知ｺﾐｭ

ﾆﾃｨﾘﾊﾞｰを受けるには作

業期間を開ける等、一定

の制限があります。 

県管理河川区間 

掘り込み部(原則)

有堤部 
＋ 

掘り込み部 

草刈りを実施

しない区間

愛知ｺﾐｭﾆﾃｨﾘﾊﾞｰ

での実施

工事請負によ

る除草区間

①掘り込み部(原則) 
②地元市町村の協力

③作業上の安全 

草刈りの要望がある 

YES 

NO 

NO 

YES 

山間部の 
渓流部など 河

川

愛

護

活

動

報

奨

制

度

河川管理上除草が

必要な区間 

河川管理上草刈り

の必要が無い区間
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